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訴訟の決定に関するお知らせ 

 

平成26年4月22日付「訴訟の判決に対する上告受理申立てに関するお知らせ」のとおり、当社を被控訴人とす

る訴訟に関して、知的財産高等裁判所より判決の言い渡し後、当該判決につきまして、株式会社松井製作所より

上告受理申立てが最高裁判所に行われておりましたが、今般、上訴審として受理しない旨の決定が言い渡され、

本日決定正本が送達されましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．決定があった裁判所及び年月日 

（1）裁判所：最高裁判所 

（2）年月日：平成26年11月13日 

 

２．訴訟の経緯 

   平成20年8月22日   株式会社松井製作所は当社に対し、2億2000万円の損害賠償等を求めて大阪地方裁判

所に訴訟を提起 

      平成25年2月21日  大阪地方裁判所は、当社に対して損害賠償金6,875,290円の支払い、訴訟費用の３分

１の負担を命じる判決を言渡し 

   平成25年3月7日    株式会社松井製作所は、同判決を不服として、1億1000万円の損害賠償等を求めて知

的財産高等裁判所に控訴を提起 

   平成25年5月15日   当社は、同控訴に附帯して大阪地方裁判所の言い渡した判決に対して控訴を提起 

   平成26年3月27日   知的財産高等裁判所は、当社に対して損害賠償金6,350,142円の支払い、訴訟費用の



３分１の負担を命じる判決を言渡し 

平成26年4月8日    株式会社松井製作所は、同判決を不服として、最高裁判所に上告受理申し立て 

平成26年11月13日  最高裁判所は、上告受理申し立て不受理を決定 

 

３．上告受理申し立てを行った者 

（1）商 号   株式会社 松井製作所 

（2）登記上本店 大阪市中央区谷町6丁目5-26 

（3）本社所在地 大阪市中央区城見1丁目4-70 

（4）代表者   代表取締役社長 松井宏信 

 

４．決定の内容 

    （1）本件を上告審として受理しない。 

（2）申立費用は申立人の負担とする。 

 

５．今後の見通し 

現時点においては、本決定が業績に与える影響は明らかではありませんが、今後開示すべき事項が明らか

になり次第速やかにお知らせいたします。 

 以 上 


